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その他の配布物 ●県民のあゆみ　●「マスク着用の考え方」チラシ　●ほんわ館だより（第 126 号）
●「スマホ教室」チラシ　●国土交通省依頼国道 112 号（山形南道路）アンケート調査票（対象地区）

　初回（１回目・２回目）接種を完了し、３か月以上経過した12歳以上の方で、まだオミクロン
株対応ワクチンを接種していない方は、接種期間が令和５年３月末までとなっているため、早目
のご予約をお願いします（２月20日時点の情報)。
　接種券を紛失してしまった場合は、至急、町予約受付コールセンター（☎0120-567-339）に
ご連絡ください。

【 令和５年３月の接種会場・日程 】 ※集団接種はありません。

　国では、必要な方は無料で接種ができる方向で検討中ですが、詳細はワクチンの有効性などを
考慮し決定するとしており、接種の対象者、間隔、時期、使用ワクチンなどは未定です(２月15日
時点の情報)。詳細が決定しましたらお知らせいたします。

会　　場 ワクチン 日　　程 受　　付

個 

別 

接 
種

秋葉医院
ファイザー 月

金（10日・24日・31日） 午後５時30分
モデルナ 金（３日・17日）

中山診療所 ファイザー 水・土 午前９時

服部内科胃腸科医院 ファイザー 14日(火)・15日(水)
22日(水)・24日(金) 午前10時30分

たかはし元気クリニック ファイザー 木・金 午後３時

安藤医院 ファイザー 火・土 午後１時

（２月20日時点の情報です）

1．�新型コロナワクチンの接種券をお持ちの方は、　　　
３月中に接種をお願いします！

2．�令和５年度の新型コロナワクチン接種について

※上記日程は全て祝日を除きます。
※ 上記日程は予約状況などにより変更する場合があります。詳しくはインターネットの予約受付画面で

ご確認いただくか、町予約受付コールセンター（☎0120-567-339）にお問い合わせください。
※ 上記日程でどうしても都合がつかない場合などは、町予約受付コールセンター（☎0120-567-339）

にご相談ください。

※お問い合わせ先　町予約受付コールセンター　☎０１２０－５６７－３３９
　　　　　担当課　健康福祉課健康づくりG　　☎６６２－２８３６
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■立候補届出予定者説明会および出納責任者説明会について
　●日時　３月７日（火）　午前 10 時
　●場所　村山総合支庁　２階講堂
■立候補届出の受付について
　●日時　３月 31 日（金）　午前８時 30 分～午後５時
　●場所　村山総合支庁　２階講堂

※お問い合わせ先　山形県選挙管理委員会村山地方事務局　☎６２１－８１０７

● 

対
象　
中
山
町
に
住
所
が
あ
り
、か
つ
、中

山
町
立
の
小・
中
学
校
に
在
学
し
て
い
る

児
童・生
徒
の
保
護
者
等
で
、生
活
保
護
を

受
給
中
の
方
、ま
た
は
、生
活
保
護
に
準
ず

る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

方
● 

援
助
さ
れ
る
も
の　
①
学
用
品
費　
②
通

学
用
品
費　
③
校
外
活
動
費　
④
新
入
学

用
品
費　
⑤
入
学
準
備
金　
⑥
修
学
旅
行

費　
⑦
通
学
費　
⑧
ク
ラ
ブ
活
動
費　
⑨

生
徒
会
費　
⑩
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費　
⑪
オ
ン
ラ

イ
ン
学
習
通
信
費　
⑫
卒
業
ア
ル
バ
ム
代

等　
⑬
医
療
費　
⑭
給
食
費

※ 

必
ず
し
も
全
て
の
費
目
を
受
給
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

申
請
方
法　

関
係
書
類
を
添
付
し
、３
月

①
母
子
保
健
推
進
員

【
町
保
健
師
と
協
力
し
、

地
域
の
子
育
て
を
応
援
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
】

●
募
集
人
員　
若
干
名

● 

活
動
内
容　

乳
児
家
庭
訪
問
指
導（
月
数

件
程
度
）、乳
幼
児
健
康
診
査
補
助
業
務
な

ど
● 

応
募
要
件　

保
健
師
、助
産
師
ま
た
は
看

護
師（
准
看
護
師
）の
資
格
を
有
す
る
70
歳

ま
で
の
方

● 
応
募
方
法　
３
月
10
日（
金
）ま
で
電
話
ま

た
は
お
越
し
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
養
育
支
援
訪
問
員

【
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
に

お
手
伝
い
や
見
守
り
を
行
う
サ
ポ
ー
タ
ー
】

●
募
集
人
員　
若
干
名

● 

活
動
内
容　
支
援
を
希
望
す
る
乳
幼
児
家

庭
へ
の
訪
問
支
援

● 

応
募
要
件　

保
健
師
、助
産
師
ま
た
は
看

護
師（
准
看
護
師
）の
資
格
を
有
す
る
70
歳

ま
で
の
方［
専
門
的
支
援
］、ま
た
は
子
育

て
の
経
験
が
あ
り
子
ど
も
と
接
す
る
こ
と

が
好
き
な
方［
育
児・家
事
支
援
］

● 

応
募
方
法　
３
月
10
日（
金
）ま
で
電
話
ま

た
は
お
越
し
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

活
動
内
容
の
詳
細
や
謝
金
な
ど
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、腎
臓
機
能

に
障
が
い
を
有
す
る
方
が
人
工
透
析
療
法
を

受
け
る
た
め
、医
療
機
関
へ
の
往
復
に
交
通

機
関（
自
家
用
車
を
含
む
）を
利
用
し
た
場
合
、

交
通
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す（
た
だ

し
、病
院
の
送
迎
バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

は
該
当
し
ま
せ
ん
）。

●
受
付
期
限　
３
月
６
日（
月
）ま
で

● 

受
付
場
所　

健
康
福
祉
課（
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）ま
た
は
役
場
総
合
窓
口

　
令
和
５
年
度
障
が
い
児
通
学
支
援
利
用
申

込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
村
山
管
内
の
特
別
支
援
学
校
な
ど
の
通
学

に
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
の
保
護
者
が
、

病
気
や
就
労
な
ど
に
よ
り
送
迎
が
で
き
な
い

場
合
、タ
ク
シ
ー
な
ど
に
よ
る
通
学
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す（
利
用
者
の
一
部
負
担
あ
り
）。

　
通
学
支
援
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
保
護
者

の
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

申
請
方
法　

通
院
報
告
書（
令
和
４
年
９

月
１
日
〜
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
の
通
院

実
績
）と
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
対
し
て
、２

月
17
日
以
降
、町
か
ら
申
請
書
類
を
郵
送

し
て
い
ま
す
が
、対
象
に
該
当
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、申
請
書
類
が
届
い
て

い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

令和５年４月９日執行予定
山形県議会議員選挙（東村山郡選挙区）について

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

子
育
て
を
応
援
す
る

サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

人
工
透
析
通
院
交
通
費
を

助
成
し
て
い
ま
す

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

障
が
い
児
通
学
支
援
利
用

申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３
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●
受
付
場
所　
総
合
体
育
館

※ 

月
曜
日
休
館
日
。月
曜
日
が
祝
日
の
場
合

は
そ
の
翌
日
。

●
受
付
期
間　

　
① 

申
請
書・
証
明
写
真
の
受
付
…
11
月
30

日（
木
）ま
で

　
② 

料
金
の
受
領
、使
用
券
の
交
付
…
４
月

１
日（
土
）～
11
月
30
日（
木
）

※ 

３
月
中
は
、申
請
書・証
明
写
真
の
受
付
の

み
行
い
ま
す
。

● 

必
要
書
類　
中
山
町
有
料
公
園
施
設
年
間

使
用
券
交
付
申
請
書
、証
明
写
真
２
枚（
縦

３
㎝
×
横
２
.
５
㎝
）

● 

料
金　

高
校
生
以
上
…
７
８
６
０
円
、中

学
生
以
下
…
３
６
７
０
円

31
日（
金
）ま
で
に
、教
育
課
学
校
教
育
G

（
中
央
公
民
館
内
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
町
内
各
小・
中
学
校
お
よ
び
教

育
課
学
校
教
育
G
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

※ 

４
月
１
日
以
降
も
随
時
申
請
は
可
能
で
す

が
、認
定
期
間
に
応
じ
て
支
給
額
を
決
定

し
ま
す
。

　町では、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが活き活きと、生まれ育った地域で相互に人
格と個性を尊重し、支え合いながら共に生きる町の実現を目指し、「第３次中山町障がい者計
画」を策定しますので、町民の皆さんからご意見を募集します（このパブリックコメントは中山
町パブリックコメント手続実施要綱に基づいて行うものです）。
●意見書の提出方法
　書面持参、郵送、ＦＡＸ、町公式ホームページの入力フォーム
●意見書の提出期限　３月10日(金)まで
●計画(案)の公表方法
　①役場総合窓口、保健福祉センター、中央公民館、町立図書館ほんわ館での閲覧
　②町公式ホームページへの掲載
　　　※提出・お問い合わせ先
　　　　〒990-0406 中山町大字柳沢２３３６番地１　健康福祉課福祉子育て支援G
　　　　☎６６２－２６７３　ＦＡＸ６６２－２０６５

　町では、これまで重要文化財「旧柏倉家住宅」の保存・活用に取り組んできましたが、今回、
その現状と課題を整理するとともに、今後、町が自主的に保存・活用するために行うことのでき
る範囲などを明らかにするため、文化庁指針に基づく旧柏倉家住宅保存活用計画(案)をまとめま
したので、町民の皆さんからご意見を募集します（このパブリックコメントは中山町パブリック
コメント手続実施要綱に基づいて行うものです）。
●意見書の提出方法
　書面持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール（下記アドレス）
●意見書の提出期限　３月10日(金)まで
●計画(案)の公表方法
　①役場総合窓口、保健福祉センター、中央公民館、歴史民俗資料館、町立図書館ほんわ館での閲覧
　②町公式ホームページへの掲載
　　　※提出・お問い合わせ先
　　　　〒990-0401 中山町大字長崎６００５番地　歴史民俗資料館
　　　　☎６６２－２１７５　ＦＡＸ６１６－６８７５
　　　　e-mail：syakyou@town.nakayama.yamagata.jp

最
上
川
中
山
緑
地（
ひ
ま
わ
り
）

グ
ラ
ウ
ン
ド・ゴ
ル
フ
場

年
間
使
用
券
の
購
入
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
合
体
育
館　
☎
６
６
２
‐
２
３
０
０

第３次中山町障がい者計画（案）について
パブリックコメント（意見公募）を実施します

旧柏倉家住宅保存活用計画（案）について
パブリックコメント（意見公募）を実施します
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買い物にはマイバッグを買い物にはマイバッグを
持参しましょう持参しましょう

　買い物時にマイバッグを持参し、レジ袋利用
を辞退することが、ごみ削減、環境への配慮に
つながる大切な行動です。日々の買い物にはマ
イバッグを持参しましょう。（１人当たり１年
間でおよそ1.1kgのごみ削減ができ、500mlペッ
トボトル4.1本分の石油が節約できます。）　
　　※お問い合わせ先　住民税務課住民G ☎６６２－２１１３

中山町スポーツ大会出場選手
激励金の申請について

　町ではスポーツの競技成績が優秀な個人または団体に対し、激励金を交付しています。令和４
年度中にスポーツ大会などにおいて下記の要件に該当する方で、激励金の交付を希望される方は
所定の申請書様式に必要事項を記入し、教育課生涯学習Ｇへ提出してください。
①県大会等の予選会を経て、東北大会または全国大会に出場する(した)方(団体)。

②対象
　  個人   町内に在住または学校に在学中で町内に帰省地がある方
　　　　　→ 本人（未成年を除く）、保護者または同居する親族が申請を行ってください。

　  団体   町内に活動拠点を置き、かつ、構成員の半数以上を中山町に居住する方で組織する団体。
　　　　　→ 団体の代表者が申請を行ってください。

※申請書は教育課生涯学習Ｇまたは総合体育館に用意してあります。
※ 申請書のほか、添付書類として大会要項、大会出場がわかる書類（予選会の結果や大会への出

場推薦書など）を提出してください。
※ 大会の主催者などによっては該当しない場合がありますので、詳細は町公式ホームページをご

覧いただくか、教育課生涯学習Ｇへお問い合わせください。

※お問い合わせ先　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２－２２３５

　

行
政
相
談
委
員
は
、総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見・要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。医
療

保
険・
年
金
か
ら
雇
用
、運
輸
、道
路
行
政
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。相
談
は
無
料・
秘
密
厳
守
で
す
。予
約
不

要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
３
月
８
日（
水
）午
前
10
時
～
正
午

●
会
場　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、来
場
前
の
検
温
、マ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。民
生

委
員
、人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
ま
た
、仕
事・ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
相
談
に

東
南
村
山
地
域
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の

相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
３
月
８
日（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
２
階

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、来
場
前
の
検
温
、マ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

行
政
相
談
をご

利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

心
配
ご
と
相
談
所
を開設

し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

区　分 個　人 団　体 団体(スポーツ少年団)
全国大会 10,000円／人 30,000円／団体 30,000円／団体
東北大会 30,000円／団体
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引っ越しをしたら住民異動の届け出をしましょう引っ越しをしたら住民異動の届け出をしましょう

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
開
催
！
】

　
 

①
山
形
県
行
政
書
士
会（
☎
６
４
２
‐

５
４
８
７
）　
②
⑴
３
月
18
日（
土
）～
19

日（
日
）　

正
午
～
午
後
４
時
30
分　

⑵

３
月
24
日（
金
）　

午
前
11
時
～
午
後
４

時　
③
⑴
い
ろ
り
火
の
里　
な
の
花
ホ
ー

ル（
庄
内
就
職
説
明
会
）　
⑵
霞
城
セ
ン
ト

ラ
ル(Happy Friday

in 

霞
城
セ
ン
ト

ラ
ル
）　
④
県
内
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン

中央公民館
臨時休館のお知らせ

　館内清掃およびワックス掛け実施の
ため、３月７日（火）は休館となります。
終日館内には入れませんのでご了承く
ださい。
　※お問い合わせ先　
　　町教育委員会 ☎６６２－２２３５

　進学・転職・転勤などによりお住まいの住所が変わったら、住民異動の届け出が必要です。
　下記の必要書類を持参し、役場１階１番窓口にお越しください。
※本人や同一世帯員以外の代理人が住所異動の届け出を行う場合は、委任状が必要です。

①転入届（他市区町村から中山町へ）

③転居届（町内での引っ越し）

②転出届（中山町から他市区町村へ）

　マイナンバーカードを所有している人
は、マイナポータルからオンラインでも転
出の届出が可能です。詳しくはデジタル庁
ホームページをご覧ください。
※ マイナポータルを通じて転出届の提出をした後

は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届など
の手続が必要です。

※ 転出届以外に健康保険、税金、下水道使用など
の手続きがある方は中山町で手続きが必要です。

※お問い合わせ先　住民税務課住民G　☎６６２－２５９３

ト
会
場
に
お
い
て
、出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

を
実
施
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。　

⑥
無
料　

⑦
事
前
予
約
不
要
。「
二
次
元

コ
ー
ド
付
き
交
付
申
請
書
」お
よ
び「
本
人

確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）」を
お
持
ち
い

た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
お
手
続
き
い
た
だ

け
ま
す
。

【「
岡
雨
印
」の
紅
花
染
め
布（
絹
）で

「
シ
ュ
シ
ュ
」を
作
り
ま
せ
ん
か
】

　

 

①
井
上
節
子（
☎
０
９
０
‐
２
９
７
２
‐

１
７
９
５
）　
②
３
月
12
日（
日
）午
前
10

時
～
正
午　
③
中
央
公
民
館　
⑤
先
着
20

名　
⑥
１
５
０
０
円　
⑦
３
月
８
日（
水
）

ま
で
①
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。　
⑧

持
ち
物：
裁
縫
道
具
。こ
の
活
動
は
中
山

町
物
産
振
興
事
業
費
補
助
金
を
活
用
し
て

い
ま
す
。

【「
岡
雨
印
」の
紅
花
を
使
っ
て
絵
を
描
こ
う
】

　

 

①
井
上
節
子（
☎
０
９
０
‐
２
９
７
２
‐

１
７
９
５
）　
②
３
月
25
日（
土
）午
前
10

時
～
正
午　
③
中
央
公
民
館　
⑤
先
着
20

名　
⑥
５
０
０
円　
⑦
３
月
20
日（
月
）ま

で
①
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。　
⑧
講

師：
日
展
会
友　

青
木
邦
明
氏
。こ
の
活

動
は
中
山
町
物
産
振
興
事
業
費
補
助
金
を

活
用
し
て
い
ま
す
。

届出期間 中山町に住み始めた日から14日以内

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）、転出証明書
【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台
帳カード、国民年金手帳、在留カー
ドなど

届出期間 転居した日から14日以内

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）
【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台帳
カード、国民年金手帳、国民健康保
険被保険者証、後期高齢者医療被
保険者証、在留カードなど

届出期間 転出する14日前から

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）
【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台帳
カード、国民健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証など

①
お
問
い
合
わ
せ
先　
②
と
き

③
と
こ
ろ　
④
内
容　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用　
⑦
申
込
方
法　
⑧
そ
の
他

●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●
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ドライバーの皆さん 歩行者には十分気を付けて！
歩行者の皆さん 夜間外出時には反射材を身に着けましょう！

消費生活の窓口から消費生活の窓口から

　賃貸住宅から退去する時の「原状回復」費用の負担に関する相談が全国的に多く寄せられています。
借りていた部屋のキズや汚れについて、借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっき
りせずにトラブルになるのです。
　賃貸契約における「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ（損
傷）など、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などを元
に戻すことをいいます。賃貸契約が終了した時、借主は賃貸物件の原状回復義務を負います。しかし、
借主の責任によるものではない損傷や、普通に使っていて生じた損

そ ん

耗
も う

（通常損耗）、年月の経過によ
る損耗・毀

き

損
そ ん

（経年変化）については、原状回復を行う義務はありません。
＜事例＞ 敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前から

あったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。（30歳代　男性）
【アドバイス】
◆ 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
◆ 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
　できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら行いましょう。
◆ 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
◆ 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
◆ 納得できない場合やトラブルになった場合は、消費生活相談窓口か消費者ホットライン１

い
８
や

８
や

（局
番なし）に相談しましょう。

※ 詳しくは、国民生活センター「住み始める時から、『いつか出ていく時』に備えておこう！－賃貸
住宅の「原状回復」トラブルにご注意－」をご覧ください。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２－２５９３

賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意を！
～ 住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておきましょう！ ～

山形県における過去５年間（H30～R４）の交差点横断中の歩行者事故 … 638件

◆車が交差点を右折する際の衝突が半数！　◆冬期間の発生は夜間の時間が約７割！
◆夜間でも歩行者はいます！周囲をよく見て運転しましょう！

昼
31％

夜
69％

対象外
3％発進

10％

後退 １％

右折
50％

左折
10％

直進
26％

交差点での横断歩行者事故（過去５年）
車両の進行状況別

交差点での横断歩行者事故
（過去５年１～３月および12月中）

昼夜別の発生状況
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３月は「自殺対策強化月間」です
　例年、月別自殺者数の最も多い３月は「自殺対策強化月間」と定められています。
　山形県精神保健福祉センターでは、下記のような取り組みを行っています。

１．自殺対策強化月間における電話相談の拡充
　●期間　３月１日(水)～７日(火)の７日間
　●時間　午前９時～午後５時
　●電話番号　①「こころの健康相談統一ダイヤル｣　☎０

お

５
こ

７
な

０
お う

－０
ま も

６
ろ う

４
よ

－５
こ

５
こ

６
ろ

（全国共通）
　　　　　　　②「心の健康相談ダイヤル｣　☎６３１－７０６０
　※ 通常の心の健康相談ダイヤルは午前９時～正午、午後１時～５時まで（土・日曜日、祝日および年

末年始を除く）
２．｢こころの健康相談＠山形｣(LINEによる相談)
　●対象　県内在住または県内に通勤・通学している方
　●時間　午後６時30分～10時　※年末年始を除く
　●内容　こころの健康に関する相談
　●利用方法　LINEアプリで友達登録。友達登録の方法は下記の２通り。
　　① ｢友だち追加｣の検索でＩＤ(＠950wtmqh)を検索して追加
　　② 右記の二次元コードを読み取って登録
　※予約不要で相談は無料です。匿名での相談も可能です。
３．その他
　 　身近な人や大切な人を自死で亡くされた方を対象に「自死遺族個別相談」および「自死遺族の

集い（ティアーズの会）」を開催しています。詳しくは山形県精神保健福祉センターまでお問い
合わせいただくか、センターのホームページをご覧ください。

　　　　　※お問い合わせ先　山形県精神保健福祉センター　☎６２４－１２１７

国道 112 号（山形南道路）に関する
第２回アンケートにご協力ください

　国道112号は都市間を結ぶ路線として昭和40年代に整備されましたが、市街地の発展とともに利
用のされ方が変化し、山形中心市街地南西部（対象範囲）の道路に負荷が生じています。
　本アンケートは、国道112号（山形南道路）の道路計画検討にあたり、対象範囲の課題を解決す
るために重視すべき項目について、皆さんのご意見をお聞きするために行う調査です。

　なお、ご意見は統計的に処理し、
住所・氏名や個人の意見などが特定
されることはありません。
　アンケートは下記の二次元コード
からアクセスできます。ご協力お願
いします（所要時間は４分程度です）。

●受付期間　３月 29 日（水）まで

※お問い合わせ先
　山形河川国道事務所　
　☎６８８－８９４０
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。
健康福祉課　健康づくりＧ　☎ 662‒2836

事 業 名 日　時 場 所 対　象　者　等

母子手帳交付 ３月14日(火)
9：00～10：00

保健福祉
センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●�持ち物　�妊娠届出書、個人番号が確認でき

るもの（個人番号カード、個人番
号通知カード等）と本人確認がで
きるもの（個人番号カード、運転
免許証等）

※�この日時で妊婦さん本人の都合がつかない
場合はご連絡ください。

定期健康相談 ３月14日(火)
10：30～11：30

生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行
います。

乳児健診
３月22日(水)

３か月児・11か月児
受付時間は個別通知
でお知らせします。

令和4年４月・12月生まれのお子さんと前回
欠席のお子さん
●持ち物　�母子手帳、バスタオル、問診票、

交換用おむつ、新型コロナ対策問
診票

３月の日曜当番医　午前９時～正午

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39 ☎635-9955）も利用できます。

３月12日 安藤医院 ☎662－5580 ３月26日 秋葉医院 ☎663－1000

各種証明書（住民票、戸籍証明書、印鑑証明書、税関係証明書など）の交付など

※お問い合わせ先　住民税務課住民 G　☎６６２－２５９３

火曜日・木曜日（祝日を除く）　午後５時 15 分～７時
ご利用ください　役場本庁舎１階の延長窓口

ご利用できるもの

日本脳炎の申込受付について 令和５年４月に接種を希望する方
●申込期間　３月１日(水)～３月10日(金)
●対　　象　日本脳炎１期（初回・追加）… 平成15年４月２日～平成19年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成15年４月２日～平成18年４月１日生まれで未接種の方
● 下記のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。４月１日から希

望した医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので、
届いたら医療機関に予約をいれてください)。

　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりG宛）
　② 保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてくだ

さい。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※ ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、日本脳炎(３歳・４歳・９歳)、

麻しん風しん１期・２期、水痘、HPVは町内医療機関に直接申し込んでください(ただし、町外医療
機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので、届いたら医療機
関に予約をいれてください)。
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1 水
■中山町民交通安全行動の日
■町議会３月定例会（～10日まで）
⃝いきいきクラス（総合体育館）
スマホ

2 木 ★じぃじ・ばぁばの日

3 金 スマホ

4 土 □図書館野菜づくり講座

5 日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）
⃝ウォーキング教室

6 月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

7 火 □中央公民館臨時休館日
◆ことばの相談　★お話と遊びの会
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

8 水 ■行政相談　 スマホ
○心配ごと相談所
⃝いきいきクラス（総合体育館）

9 木 ★妊婦さんの日

10金 ◆こころの健康相談
★大きくなったねの会①　 スマホ

11土 ★子育て支援センター開館日

12日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）
⃝ウォーキング教室

13月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日　 スマホ

14火
□中山中学校卒業式
◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

15水 ■中山町民交通安全行動の日
★大きくなったねの会②　 スマホ
⃝いきいきクラス（総合体育館）

16木 ★赤ちゃんとママの日

17金 □長崎小学校・豊田小学校卒業式
★大きくなったねの会③　 スマホ

18土 □ほんわ館おはなし会

19日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）
⃝ウォーキング教室

20月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
スマホ

21火 春分の日　□中山町スポーツ文化表彰式
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

22水
◆乳児健診
★作ってみよう！の日
○法律相談
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日
⃝いきいきクラス（総合体育館）　 スマホ

23木
24金 ■なかやま保育園卒園式

★子育て支援センター休館日（保育園卒園式のため）
スマホ

25土
26日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

⃝ウォーキング教室

27月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
スマホ

28火 ◆母子手帳交付　◆定期健康相談
◆育児相談　★お話と遊びの会
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

29水 ★作ってみよう！の日
⃝いきいきクラス（総合体育館）
□月１チャレンジ　 スマホ

30木
31金 スマホ

令和５年 弥生／2023.March

その他のごみ収集日

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Gへ （TEL 662-2112）

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他　スマホ…スマホよろず相談所

まちのカレンダー

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

３月10日（金）
３月24日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

３月13日（月）
３月27日（月） 火・金曜日 木曜日

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）雑貨品・小型廃家電類

プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）
安藤医院

662-5580
９時～12時

秋葉医院
663-1000
９時～12時

※リチウムイオン電池は｢水銀含有ごみ｣へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

3月

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【３月 21日（火）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします。】


